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POINT 1

不動産業界によるESG課題解決
に向けた行動の加速
異常気象などによる不動産への影響が
顕著になり、またCOP26において目指
すべき削減目標が1.5度であることが明
確になったことを受け、2022年は気候
変動対応に向けた投資活動がさらに
加速。不動産会社においては、気候変
動を含めた環境、社会等の課題の対
応を戦略に織り込んで実行することが
求められる。

POINT 2

不動産業界におけるESG投資
不動産業界によるESG投資は、経済
合理性にもかなうものと言える。ESG課
題の解決には不動産業界のサプライ
チェーン特有の事情もあり、まずはゼ
ネコンとの協同のもとデジタル手法な
どを活用して、課題解決に必要な情報
収集なども強化する必要がある。

POINT 3

TCFD開示に向けた全社的な 
取組みの必要性
不動産業界によるGHG排出量の開示
などの好取組みがある一方、ステーク
ホルダーが求める情報については取組
みの途上にある。ISSBによる基準化に
伴い、不動産会社においても、全社横
断的な取組みの推進が必要である。
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動産業界において2022年は、2021年のCOP26ならびにコロナ
禍で明確になった気候変動を含む社会的課題への対応が加速する

年になると考えられます。
不動産業界におけるESGの諸課題への対応には、自社グループ内の取組
みだけでは限界があるものが多く、政府、自治体、ゼネコンなどサプライ
チェーンの関係者を巻き込んでいく取組みが望ましいと考えられます。一
方で、不動産業界のサプライチェーンも裾野は広く、また自動車業界と異
なり、系列などの強固な関係もないことから、まずは1次サプライヤーであ
るゼネコンとの連携を強化していくことが最初のステップとして必要と考え
られます。
同時に、課題解決に向けて投資家の理解やサポートを得て必要な資金需
要を満たすためにも、適時・適正な開示が求められます。これらについて
はサステナビリティ施策の推進を担当する部署のみだけではなく、経営企
画や経理など社内横断的な対応が求められます。
本稿では、本邦不動産業界の取組みの現状と今後の課題を考察します。
なお、本文中の意見に関する部分については、筆者の私見であることをあ
らかじめお断りいたします。
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Ⅰ

不動産業界による課題解決
に向けた行動の加速

2 0 21年8月に公表されたIPCC第6次報
告書において、気候変動の発生要因が人
為的なものであり、人類の行動が変容し
なければ、世界各地で渇水、水面上昇、
極端な気象事象、突発的な増水などが発
生すると予測されています。それに伴い、
物件の価値が毀損し、また都市機能など
のコミュニティの持続的な成長に対するリ
スクが認識されています。実際、2021年は
世界各地で気候変動が関係あるとされる
森林火災や増水などによる不動産への被
害が数多く報告された年でもありました。

2021年11月のCOP26においては、2050

年までの気温上昇を産業革命前の水準か
ら1.5度を目標とすることが合意文書上確
認され、また有志的枠組みに基づく課題
解決の取組みが加速されつつあります。た
とえば、2021年4月に450ほどの金融機関
による国際的アライアンスであるGlasgow 

Financial Alliance for Net Zero（GFANZ）が
発足し、130兆ドルの資金を2050年までの
ネットゼロにコミットした企業に投資する
ことが宣言されました 1。このような気候
変動対応を念頭においた金融機関の投融
資活動は、今後一層加速すると想定され
ます。
また、日本国内においても、政策目標で

ある2 0 5 0年のカーボンニュートラル達成
と2030年度温室効果ガス（GHG）46％排

出削減に向けて、エネルギー消費量の約 3

割を占める、ストックとしてのGHG排出に
長期的影響を及ぼす建築物分野での取組
みが加速しています。一般社団法人不動
産協会は、2021年4月に環境実行計画の
改訂版 2を公表。脱炭素の問題解決には
省エネ技術開発およびエネルギー起源を
再生可能エネルギーに転換するなどの方
策が必須であると明記し、サプライチェー
ンの関係者の取組みの必要性を明確に
したうえで、環境行動目標を策定してい 

ます。
また、政策面においては2022年4月22

日に建築物におけるエネルギー効率化、
木材利用の推進を図るための法案 3（開
示、低金利融資制度、木造建築のルール
の合理化等）が閣議決定されるなど、官民
を挙げた取組みが開始されようとしてい 

ます。
一方で、不動産業界が直面している課

題は気候変動だけではありません。国際
環境の不安定化、コロナ禍によるサプライ
チェーンのディスラプション、働き方の価
値観の多様性、人権、多様性への関心の
高まりは不確実性として、物件の需要、中
長期的なまちづくり、都市計画の予想を
困難にしています。
このような不確実性のリスクを軽減す

るためには、マネジメントのリーダーシッ
プのもと、テナント（個人、法人）、ESGを
考慮する投資家など幅広いステークホル
ダーとのエンゲージメントに取り組むこと
が求められます（図表1参照）。エンゲー

ジメントを通じて得られる示唆は、ありた
い姿の明確化と中長期的な企業価値に
影響する重要な社会課題の整理、不動産
各社の中期経営戦略において対応すべき
戦略立案上のリスク、機会の特定につな
がる重要なインプットになると考えられま
す。海外においてはWorld Green Building 

CouncilのAdvancing Net Zero Status 

Report 20214において、ネットゼロにコミッ
トした不動産業界の取組みが紹介されて
います。その1つに、ネットゼロ対応を強く
求める機関投資家、テナントへの対応の一
環として、ネットゼロへの取組みのコミット
を賃貸契約に含めるグリーンリース契約の
締結、物件購入時のESGデュー・デリジェ
ンスなどがあり、物件のライフサイクルを
通じた具体的な取組みが必要になってき
ていることが明確になっています。

Ⅱ

不動産業界における取組み

1. GRESB評価取得ニーズの高まり

2 0 15年に国連でSDGsが採択されて以
降、従来の財務情報だけでなく、ESG要素
も考慮して投資するESG投資が一般的と
なりました。このことは不動産投資や不動
産投資信託（REIT）においても当てはまり
ます。
投資家がESG投資を行う際には、投

資意思決定のモデルを構築（特にグロー
バル機関投資家）のうえ、S&P Global、
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図表1 ESGに関する不動産業界とステークホルダーの関係

出典：KPMG作成
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FTSE、CDPといったESG格付機関のスコ
アを参照することが多いと言われていま
す。そのため、被投資企業側は自社の方
針、目標、取組み、進捗などを明確に示
し、格付機関からも適切な評価を得るこ
とが大切になってきています。一方で、不
動産業界に特化してESG評価をしている
唯一の格付機関としてGRESB (Global Real 

Estate Sustainability Benchmark）がありま
す。GRESBは、2006年に発足したPRI（国
連責任投資原則）を主導した欧州の主要
年金グループを中心に、20 09年に創設さ

れました。2021年時点で、投資先の選定や
投資先との対話にGRESBデータを採用す
る投資家は世界で140機関に上ります。日
本でも、多数の機関投資家が投資をする
際の判断材料としてGRESB評価の結果を
利用しています。

GRESBには不動産会社・ファンドを評
価対象としたGRESBリアルエステイトと、
インフラ会社・ファンドを評価対象とした
GRESBインフラストラクチャーの2種類が
あります（以下、「GRESB」はGRESBリアル
エステイトを示す）。個別不動産を対象と

した物件レベルの評価／認証制度（以下、
「グリーンビル認証」という）には、日本の
DBJグリーンビルディング認証やCASBEE

（建築環境総合性能評価システム）、米
国のLEED（ Leadership in Energy and 

Environmental Design）、英国のBREEAM

（ B R E Env i ro n m e nt a l  A s se s s m e nt 

Method）などがありますが、GRESBは会
社・ファンド単位でのESG対応を評価する
指標となります。なお、GRESBの評価項目
の1つにグリーンビル認証の取得も含まれ
ています（図表2参照）。

図表2 不動産会社・ファンド単位でのESG対応を評価する2021年GRESB評価項目

凡例：□ グリーンビル認証

GRESB評価項目

分類※1 項目

取組み評価対象別 
スコア配分

設問数 スコア 
配分 評価項目概要賃貸用 

不動産の
運用

新規開発・ 
大規模改修 
プロジェクト

MC※2

1 リーダーシップ

30.0% 30.0%

6問 7.0% ESG課題に対する経営者のコミットメント、ESG課題の意思決定プロセス

2 ポリシー 3問 4.5% ESG関連の社内規定

3 レポーティング 3問 3.5% ESGレポーティング・開示

4 リスクマネジメント 10問 5.0% ESG関連リスクマネジメント

5 ステークホルダー 
エンゲージメント 11問 10.0%

従業員・サプライチェーンエンゲージメント、従業員の健康、外部サプラ
イヤーのモニタリング

PC※3

1 リスクアセスメント

70.0% －

5問 9.0% リスク評価、効率性の測定

2 ターゲット 2問 2.0% （環境）ターゲット指標

3 テナント及び 
コミュニティ 9問 11.0% 

テナント・地域社会エンゲージメント、テナントの健康、地域社会への影
響のモニタリング

4 データのパフォー 
マンス 4問 32.0% エネルギー、温室効果ガス、水、廃棄物の各消費量・排出量のデータ

5データのモニタリン
グ及びレビュー 

4問 5.5% データに対する第三者レビュー

6 グリーンビル認証 3問 10.5% ビル等施設の第三者機関からの認証

DC※4

1 ESGに関する要件

－ 70.0%

3問 12.0% ESG要件

2 材料 3問 6.0% 建材資材

3 グリーンビル認証 2問 13.0% ビル等施設の第三者機関からの認証

4 エネルギー、水、 
廃棄物 5問 24.0% エネルギー、水、廃棄物の戦略

5  ステークホルダー 
エンゲージメント 

8問 15.0% 
保健衛生・安全・福利厚生、請負業者のESG要件（人権、労働安全など）、
地域社会へのインパクト

※1：  MC、PC、DCの3つのコンポーネント化は、2020年より導入。J-REITや私募REITのように既存物件への投資運用のみを行う主体は、MCとPCに参加、デベロッパーや開発を
行うファンドなどはDCにも参加、まだポートフォリオが確立していないファンドはMCのみ参加など、個別事業に即した柔軟な利用が可能。

※2：  マネジメント・コンポーネント。企業の戦略、リーダーシップ、規定、社内手続、リスクマネジメント、ステークホルダーとの関わり等、全社レベルでの取組みに関する項目。 
不動産会社・不動産ファンドのESGに関する体制・方針に関する設問が2021年は33問あり

※3：  パフォーマンス・コンポーネント。企業の資産ポートフォリオレベルごとのパフォーマンスの情報を測定。不動産会社や不動産ファンドなど運用資産を保有する企業向けの項目。
保有不動産ポートフォリオにおけるESGの取組み・実績に関する設問が2021年は27問あり

※4：  デベロップメント・コンポーネント。設計、施工、改修中のESG課題への取組みを測定。デベロッパー及び開発中のプロジェクトに投資するファンドマネージャー向けの項目。 
新規開発・大規模改修に関する設問が2021年は21問あり

Source：  国土交通省 「第2回不動産分野の社会的課題に対応するESG投資促進検討会 不動産関連評価制度等について」（https://www.mlit.go.jp/common/001431178.
pdf）、一般社団法人 環境不動産普及促進機構 「RE-SEED vol.23」、GRESB資料

https://www.mlit.go.jp/common/001431178.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001431178.pdf
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GRESB評価を受ける日本企業は年々増
加しており、2 0 21年時点で上場デベロッ
パー8社、J-REIT55投資法人（2021年10月
時点で全 6 2投資法人中5 5投資法人が参
加しているため、参加率は約9割）となって
います 5。また、投資家が不動産ファンド
に投資する場合、GRESBの評価取得が投
資要件となり、その評価結果に関してもモ
ニタリングを受けるケースが増加していま
す 6。したがって、今後は投資家からの資
金調達を円滑に進めるためにも、GRESB

の評価取得だけでなく、その評価結果を
向上させることが重要になってくると考え
られます。

2. 不動産会社におけるESG視点での 

サプライチェーン

（1）  サプライチェーンのE（環境）に 
関連した対応の現状

脱炭素化に向けた動きは大企業が中心
でしたが、最近のESG投資の急速な浸透
とともに、サプライチェーン全体における
脱炭素化に向けて、中小企業に対しても
脱炭素化に対する要請が高まるものと考
えられます。
経済産業省と環境省は、企業のサプラ

イチェーン全体でのGHG排出量算定に関
する基本ガイドラインを作成しています。
そのガイドラインを踏まえ、企業はスコー
プ1（自社の直接排出）、スコープ2（自社
が使用するエネルギーの使用に伴う間接
排出）にとどまらず、スコープ3（スコープ1、
スコープ2以外の間接排出（自社の活動に
関連する他社の排出））を加えた原材料調
達・製造・物流・販売・廃棄などサプライ
チェーン全体から発生するGHG総排出量
を定量的に把握し、開示する取組みが推
し進められています。
不動産会社のGHG総排出量（＝スコー

プ1＋スコープ2＋スコープ 3）の大半はス
コープ 3と認識されています（スコープ別
のGHG排出量データが確認可能な複数
のデベロッパーのウェブサイトより）。た
とえば、三菱地所株式会社が公表してい

るESGデータ 7によると、同社のGHG総排
出量の8 2.8 6％がスコープ 3となっていま
す（2020年度）。さらにその内訳は、資本
財（建物の建設、設備の設置）に伴う排出
（カテゴリー2）が35.85％ （対GHG総排出
量、以下同様）、販売した製品の使用（賃
貸物件のテナントや販売不動産の購入者
等による使用）による排出（カテゴリー11）
が 4 0.2 0％となっています。この例に基づ
くと、不動産会社がGHG総排出量削減を
実現するためには、カテゴリー2とカテゴ
リー11を削減することが効果的と考えられ 

ます。
とはいえ、カテゴリー2とカテゴリー11

を削減するには、その対応コストが少な
からず発生します。たとえば、ゼネコンが
GHG排出量を減らす建築資材や工法を開
発したとしても、通常の資材や工法より建
設コストが上昇することもあります。ある
いは、GHG排出量の少ない設備（太陽光
発電パネル、断熱ガラス、空調設備など）
を導入することでコスト高になることもあ
るでしょう。そうした場合、不動産会社に
は、そのコスト高を賃料や物件の市場価値
（販売価格）に転嫁できるかという課題が
生じます。
カテゴリー2削減の事例としては、木造

賃貸マンション、木造分譲マンション、木
造賃貸オフィスビルの開発がありますが
（建材として木材を活用することでGHG削
減効果があります）、近年では竣工した木
造賃貸マンションの家賃は、周辺の家賃
相場より高く成約することがあります。こ
れは、ミレニアル世代を中心に、気候変動
にやさしい住宅に住むニーズがあり、賃
料が多少高くても、環境に配慮した商品・
サービスを選ぶ消費者が現れているとい
うことです。こうした消費者意識の変化に
よって、コスト高の転嫁が容認されていく
可能性があります。
また、カテゴリー11の削減にあたっては、

オフィスビルの場合はZEB（ゼロ・エネル
ギー・ビルディング）化、住宅の場合はZEH

（ゼロ・エネルギー・ハウス）化をしていくこ
とが対応策となります。具体的には、太陽

光発電・バイオマス発電などの再生可能エ
ネルギー（創エネ）、高効率照明・高効率空
調などの効率的なエネルギー（省エネ）を
活用・利用するための設備の導入です。
投資家の意思決定に、ESG課題に対す

る認識やその対応状況が従来よりも影
響するようになると、ZEBを賃借する需要
は増加すると考えられます。それに伴い、
ZEBの賃料と稼働率は相対的に高くなるこ
とが合理的に推測できます。また、ZEBに
対する投資ニーズの高まりに伴い、これら
の建物に対する期待利回りや金利が相対
的に低下することも合理的に推測できま
す。一方、中小ビルオーナーが保有するビ
ルのZEB化や消費者向けのZEHの普及に
関しては、補助金によるゼロエネルギー化
のコスト負担軽減や住宅ローン減税の拡
充など、政府の政策による後押しが必要
になると思われます（2022年度は、省エネ
ルギー投資促進に向けた支援補助金、住
宅・建築物需給一体型等省エネルギー投
資促進事業費補助金、住宅ローン減税な
どの支援制度が導入されています）。

（2）  サプライチェーンの人権に 
関連した対応の現状

サプライチェーンのS（社会）に関する課
題の1つに人権（伐採地の先住民の立退
き、強制労働、過酷労働、児童労働などの
人権侵害など）があります。一方で、サプラ
イチェーンに関与する第三者は元請け・下
請け・孫請けなどの多重委託構造となって
おり、かつその関与者の規模も多様（大
企業、中小企業、個人の零細企業など）で
す。したがって、人権に関連する実態をい
かに効率よく、正確に把握し、かつ継続的
にモニタリングするかが課題として認識さ
れています。
経済産業省と外務省による2021年11月

のアンケート調査（調査対象企業は、2021

年 8月末時点での東証1部・2部上場企業
等2,786社。回答企業数は760社）8による
と、人権尊重に関して、人権方針を策定ま
たは企業方針などに明文化している企業
は約7割、人権デュー・デリジェンス（企業
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活動における人権への負の影響を特定し、 
それを予防、軽減させ、情報発信をするこ 

と。以下、「人権DD」という）9を実施してい
る企業は約 5割にとどまっています。また、
人権DDを実施している企業も、実施対象
は自社およびグループ会社までであること
が多く、直接仕入先まで実施している企
業は約 5 0～6 0％、間接仕入先までは約
25％、販売先・顧客までは約10～15％と
なっています。
以上のような状況を踏まえ、経済産業

省は2022年3月にサプライチェーンにおけ
る人権尊重のためのガイドライン検討会
を立ち上げ、2 0 2 2年夏を目途にガイドラ
イン策定が検討されています。当ガイド
ライン策定にあたっては、国連指導原則、
OECDガイダンスなど国際スタンダードに
則るものとされています。具体的には、人
権DDのプロセスとしてOECDガイダンスに
沿って、①人権方針策定の留意事項、②リ
スク特定・評価の対象範囲（直接的な取引
関係にないサプライヤーや販売先）、③個
社では対応困難な構造的リスクの対応方
針、④モニタリングの方法、⑤開示内容・
方法・形式、⑥是正措置内容、が検討予
定内容となっています。また、リソースに制
約がある中小企業への対応についても検
討される予定です（図表3参照）。今後実

施すべき手続きが具体的に示されてきま
すので、これらの内容を参考に自社の取
組みの検討をする必要があります。

（3）  サプライチェーンのESG課題への
今後の対応に向けて

前述の通り、サプライチェーンのE（環
境）に関する対応は、工法や使用する資材
の品質、設備の性能などの技術的な要因
に影響を受けます。したがって、それら技
術の採用に伴うコストの増加が経済的メ
リット（相対的に高い賃料、低い金利と期
待利回り、補助金および減税の適用）によ
りオフセットされる事例が定着し、経済的
メリットがKPIとして客観化されることで、E

（環境）に関する対応は一般的になると考
えられます。
一方、サプライチェーンの人権リスクの

効率的・現実的な特定手法として、自社の
人権に関する企業方針に基づき質問票を
作成、取引先に送付し、回答内容を評価
することが考えられます（不動産会社は大
手自動車会社とは違い、ゼネコンとの資本
関係や、取引の強固な関係に基づいた系
列企業構造を取っていないため、アンケー
ト調査が現実的と考えられます）。なお、
質問票は人権リスクの所在と対応の継続
的なモニタリングにも活用することが可能

です。これらの人権リスクに関するPDCA

サイクルを効率的かつ定期的に実行する
ためにも、ITを活用し、不動産会社と取引
先をオンラインで繋ぐサーベイ・プラット
フォームの構築・活用が考えられます。ま
た、不動産会社は、取引先の中小企業や
個人の零細企業に対しては、サーベイ・プ
ラットフォームの導入支援も期待されま
す。このようなプラットフォームの構築・活
用に要するコストも、GRESB評価の向上
による経済的メリットによりオフセットさ
れると考えるべきです。

Ⅲ

TCFD開示に向けた全社的な
取組みの必要性

1. TCFD開示の拡大

前項までの通り、不動産業界において
気候変動を含むESG課題の企業価値やビ
ジネスモデルへの影響が高まる中、ESG

情報の開示の重要性も高まっています。従
来、ESG情報は非財務情報の一部として
企業の自主的な開示に委ねられていまし
た。しかし、ESG情報に関する開示拡充に
向けて、有価証券報告書の開示項目の見
直しに向けた検討が進められています。ま
た、CGコードの改定により、中核人材に
おける多様性確保に関する取組みや、プラ
イム市場上場企業においてはTCFD（気候
関連財務情報開示タスクフォース）または
同等の国際的枠組みに基づく気候変動開
示が求められることとなりました。

2. TCFD開示における現状の課題と 

動向

（1）  不動産業界におけるTCFD開示 
項目

TCFD提言に基づく気候変動に対する対
応の開示は、主に4つの柱（ガバナンス、戦
略、リスク管理、指標と目標）による11の開
示項目で構成されますが、項目によってそ
の開示状況は異なります。2021年11月に日

図表3 人権DD※1ガイドラインに盛り込まれる予定の内容

項目 内容
人権尊重の意義 ■ 企業が人権尊重に取り組む意義
スコープ ■ 世界人権宣言の「人権」の他、重要な人権の内容

人権DD
プロセス

人権方針策定 ■ 策定にあたっての留意事項

リスクの特定・評価 ■ 人権リスクの特定・評価方法
■ 対象範囲（直接取引のないサプライヤーや販売先等）

負の影響の

停止・防止・軽減
■ 働きかけの方法
■ 個社では対応困難な構造的リスクへの対応方針

モニタリング ■ 追跡調査の方法
開示 ■ 開示内容・方法・形式

是正措置 ■ 是正措置の内容
■ 苦情処理メカニズムの設計方法

その他 ■ リソースに制約のある企業への対応

※1：  社内の従業員はもとより、テナント・サプライヤー・地域コミュニティも含めて、企業活動における人権への負の影響
を特定し、それを予防、軽減させ、情報発信をすること。

Source： 経済産業省「第1回サプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン検討会」

  （https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/supply_chain/001.html）

https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/supply_chain/001.html
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本取引所グループが行った実態調査 1 0に
よれば、不動産部門において、ガバナンス
に関する項目やGHG排出量は70％超の企
業が開示している一方、気候変動に関する
リスクを評価・識別して管理するプロセス
が総合的リスク管理に統合されていると
開示した企業は20％、リスクと機会の評価
に用いる指標や目標、その実績を開示し
た企業は40％程度にとどまっています（図
表4参照）。

（2） 外部ステークホルダー側の視点
日本のT C F D賛同機関数は世界第 1 

位 11であり、これはステークホルダーから
のTCFD開示への関心の高さを示してい
ます。また、投資先とのエンゲージメント
の中で、気候変動が話題となる頻度も上
昇しています。12前項の開示項目のうち、ス
テークホルダーは全社的な戦略と気候関
連情報の関係を重視しています12が、これ
らの情報は先の調査にて、開示企業の割
合が低い項目と関係しており、ステークホ
ルダーの求める情報が現状では十分に提
供されていないと考えられます。

（3） 開示作成者側の視点
現状、不動産各社では気候変動への対

応を含むTCFD開示の実務はサステナビリ
ティ担当役員のもと社内のサステナビリ
ティ推進担当部署が実務担当として社内
の連携と情報収集、開示の作成を対応さ
れていることが多いかと思います。
先の調査において開示企業の割合が低

い項目は、気候変動に関するリスクや機
会を組織全体における戦略やリスク管理
への統合が求められるものであり、サステ
ナビリティ部門だけでは対応が難しいと
考えられます。社内部門において気候変
動への取組みに主体的に取り組むために
はリソースの配分と権限、そしてマインド
セットから変えていく必要があります。つ
まり、マネジメントのリーダーシップと企
業カルチャーも重要な要素になってくるの
です。たとえば、企業カルチャーにおいて
リスクを回避することが重要な要素であ
る場合、気候変動リスクをコンプライアン
スという親和性がある部門と協力して推
進するのも合理的なアプローチかと考え
られます。
また、TCFD開示を推進するためには、

社外のリソースを活用することも重要で

す。サステナビリティ開示の初期段階にお
いては、先行事例を基に自社の開示内容
を整理していくことも考えられますが、自
社の開示方針を整理する際には、他社で
の開示支援経験、開示要求事項に理解を
もつ外部アドバイザーを活用することで、
ステークホルダーからの要望と社内状況
とのバランスの取れた開示が可能になると
考えられます。

3. TCFD開示の品質担保のポイント

2022年3月にISSBから気候変動に関す
る開示基準の公開草案が公表され、業界
横断的な指標や業種別の指標等が公表
されました。標準化、規制化が進むととも
に、開示要求事項も拡大しています。また、
今後は気候変動以外も基準案として公開
される予定になっています。こうした状況
変化に対応し、ステークホルダーが求める
質の高いTCFD関連情報の提供を行ってい
くためにも、トップマネジメントの主導の
もと、気候変動を含むESGに関する全社
的な取組み体制を構築する必要がありま
す。今後は、外部アドバイザーによる助言
や開示情報に対する第三者による保証に
対するニーズも拡大することが予想され 

ます。

Ⅳ

さいごに

不動産は長期的な投資先として資金流
入が今後も見込まれる一方、投資判断とし
てサステナビリティの課題解決の取組み
を通じて戦略の強靭性を開示している不
動産会社の選別が加速するでしょう。つ
まり、日本の不動産会社は、サステナビリ
ティ戦略を中期経営計画の中核として具
体的な実行に移していくことが求められ
ているのです。KPMGジャパンはサステナ
ビリティ、アセットマネジメント・不動産セ
クターの専門家が一体となって戦略、開
示、インパクト分析、ディール支援など一元
的なサポートを提供しております。本稿が

図表4 TCFD提言に沿った情報開示の実態調査

TCFD推奨開示項目 不動産業界 
 （10社）

ガバナンス
1 気候関連のリスクと機会についての、取締役会による監視体制 70%

2 気候関連のリスクと機会を評価・管理する上での経営者の役割 70%

戦略

3 識別した気候関連のリスクと機会 80%

4 気候関連のリスクと機会が組織のビジネス、戦略及び財務計画
に及ぼす影響 70%

5 ビジネス、戦略及び財務計画に対する2℃シナリオなどのシナ
リオ下の影響 50%

リスク管理

6 気候関連リスクを識別及び評価するプロセス 60%

7 気候関連リスクを管理するプロセス 60%

8 気候関連リスクを識別・評価及び管理するプロセスが、組織の
総合的なリスク管理にどのように統合されているか 20%

指標と目標

9 気候関連のリスクと機会を評価するために用いる指標 40%

10
Scope1、Scope2及び、当てはまる場合はScope3のGHG排出量
と関連リスク 70%

11 気候関連リスクと機会を管理するために用いる目標、及び目標
に対する実績 30%

Source： 「TCFD提言に沿った情報開示の実態調査」の公表について | 日本取引所グループ (jpx.co.jp)

※  業種別の状況（P13）より、TCFD公式ウェブサイト掲載「Sector」別にみた調査対象259社の開示状況のうちReal 
Estate部門を抜粋

https://www.jpx.co.jp/corporate/news/news-releases/0090/20211130-01.html?msclkid=b989c469c61b11ecaf696b1724d7c38f
https://www.jpx.co.jp/corporate/news/news-releases/0090/20211130-01.html?msclkid=b989c469c61b11ecaf696b1724d7c38f
https://www.jpx.co.jp/corporate/news/news-releases/0090/20211130-01.html?msclkid=b989c469c61b11ecaf696b1724d7c38f
https://www.jpx.co.jp/corporate/news/news-releases/0090/20211130-01.html?msclkid=b989c469c61b11ecaf696b1724d7c38f
https://www.jpx.co.jp/corporate/news/news-releases/0090/20211130-01.html?msclkid=b989c469c61b11ecaf696b1724d7c38f
https://www.jpx.co.jp/corporate/news/news-releases/0090/20211130-01.html?msclkid=b989c469c61b11ecaf696b1724d7c38f
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皆さまの不動産業界におけるサステナビ
リティの取組みの示唆につながれば幸い 

です。
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以下の担当者までお願いいたします。
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関連情報

ウェブサイトでは、インダストリー関連の情報を紹
介しています。

https://home.kpmg/jp/ja/home/industries/
real-estate.html

8,9 ：  経済産業省及び外務省 / 「日本企
業のサプライチェーンにおける人
権に関する取組状況のアンケート
調査」 / 2021年11月 / 日本企業の
サプライチェーンにおける人権に
関する取組状況のアンケート調査
結果を公表します （METI/経済産
業省）

10 ：  「 TCFD提言に沿った情報開示の実
態調査」の公表について/日本取引所
グループ/「 TCFD提言に沿った情報
開示の実態調査」の公表について | 

日本取引所グループ (jpx.co.jp)

11 ：  TCFDとは / TCFDコンソーシアム /

TCFDとは  |  TCFDコンソーシアム 

(tcfd-consortium.jp)

12 ：  TCFDコンソーシアム事務局/2 0 21年
度 TCFDコンソーシアム TCFD開示・
活用に関するアンケート調査（会員
アンケート集計結果）/TCFDコンソー
シアム/2021年7月/「2021年度TCFD

コンソーシアム TCFD開示・活用に
関するアンケート」集計結果を公表
いたしました。 | TCFDコンソーシアム 

(tcfd-consortium.jp)

1 ：  GFANZ/About  About | Glasgow 

Financia l  A l l iance for Net Zero 

(gfanzero.com)

2 ：  一般社団法人不動産協会/不動産業
環境実行計画　環境・エネルギー面
における取り組み目標について | 一
般社団法人 不動産協会 － RECAJ 

(fdk.or.jp)

3 ：  国土交通省/ 「脱炭素社会の実現に
資するための建築物のエネルギー
消費性能の向上に関する法律等の
一部を改正する法律案」報道発表資
料：「脱炭素社会の実現に資するた
めの建築物のエネルギー消費性能
の向上に関する法律等の一部を改
正する法律案」を閣議決定～2050年
CNの実現に向けて、建築物の省エ
ネ化及び木材利用の促進を図りま
す！～ - 国土交通省 (mlit.go.jp)

4 ：  Wor ld Green Bui ld ing Counci l /

Advancing Net Zero Status Report 

2 0 2 1 Advancing Net Zero Status 

Report 2021 | World Green Building 

Council (worldgbc.org)

5 ：  GRESB2 0 2 1年評価結果  /  C SR

デ ザイン 環 境 投 資 顧 問 株 式
会社  /  2 0 2 1 _ G R E S B  J a p a n -

Resul ts - Announcement - Press -

Release_1018CSRD.pdf (csr-design-

gia.com) 

6 ：  GRESBの概要 / CSRデザイン環境投
資顧問株式会社 / 環境不動産普及
促進機構 / 2021年11月 / Re_Seed_

Vol.23_1104.pdf (re-seed.or.jp)

7 ：  ESGデータ / 三菱地所/ESGデータ 

| 三菱地所 サステナビリティ (mec.

co.jp)

https://home.kpmg/jp/ja/home/industries/real-estate.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/industries/real-estate.html
https://www.meti.go.jp/press/2021/11/20211130001/20211130001.html
https://www.meti.go.jp/press/2021/11/20211130001/20211130001.html
https://www.meti.go.jp/press/2021/11/20211130001/20211130001.html
https://www.meti.go.jp/press/2021/11/20211130001/20211130001.html
https://www.meti.go.jp/press/2021/11/20211130001/20211130001.html
https://www.jpx.co.jp/corporate/news/news-releases/0090/20211130-01.html
https://www.jpx.co.jp/corporate/news/news-releases/0090/20211130-01.html
https://www.jpx.co.jp/corporate/news/news-releases/0090/20211130-01.html
https://tcfd-consortium.jp/about
https://tcfd-consortium.jp/about
https://tcfd-consortium.jp/news_detail/21073001
https://tcfd-consortium.jp/news_detail/21073001
https://tcfd-consortium.jp/news_detail/21073001
https://tcfd-consortium.jp/news_detail/21073001
https://tcfd-consortium.jp/news_detail/21073001
https://www.gfanzero.com/about/
https://www.gfanzero.com/about/
https://www.gfanzero.com/about/
https://www.fdk.or.jp/k_environment/plan_sustainable.html
https://www.fdk.or.jp/k_environment/plan_sustainable.html
https://www.fdk.or.jp/k_environment/plan_sustainable.html
https://www.fdk.or.jp/k_environment/plan_sustainable.html
https://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000920.html
https://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000920.html
https://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000920.html
https://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000920.html
https://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000920.html
https://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000920.html
https://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000920.html
https://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000920.html
https://www.worldgbc.org/advancing-net-zero-status-report-2021
https://www.worldgbc.org/advancing-net-zero-status-report-2021
https://www.worldgbc.org/advancing-net-zero-status-report-2021
http://www.csr-design-gia.com/info/pdf/2021_GRESB%20Japan-Results-Announcement-Press-Release_1018CSRD.pdf
http://www.csr-design-gia.com/info/pdf/2021_GRESB%20Japan-Results-Announcement-Press-Release_1018CSRD.pdf
http://www.csr-design-gia.com/info/pdf/2021_GRESB%20Japan-Results-Announcement-Press-Release_1018CSRD.pdf
http://www.csr-design-gia.com/info/pdf/2021_GRESB%20Japan-Results-Announcement-Press-Release_1018CSRD.pdf
https://www.re-seed.or.jp/cms/Re_Seed_Vol23_1104.pdf
https://www.re-seed.or.jp/cms/Re_Seed_Vol23_1104.pdf
https://www.mec.co.jp/j/sustainability/activities/esg-data/
https://www.mec.co.jp/j/sustainability/activities/esg-data/
https://www.mec.co.jp/j/sustainability/activities/esg-data/


https://twitter.com/KPMG_JP
https://www.linkedin.com/company/kpmg-jp/
https://www.facebook.com/KPMG.JP/
https://www.instagram.com/kpmgjp/
mailto:?subject=
http://home.kpmg/jp
http://home.kpmg/jp/socialmedia

	KPMG_v55_03_Sector Update02_表1.pdf
	KPMG_v55_03_Sector Update02_CR付.pdf
	KPMG_v55_表4_WEB用.pdf

